
議案第８５号 

 

   南あわじ市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

 

 南あわじ市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和元年１０月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 



南あわじ市条例第  号 

 

南あわじ市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

南あわじ市印鑑条例（平成 17 年南あわじ市条例第 13 号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項中「市の住民基本台帳」を「市が備える住民基本台帳」に改め

る。 

第６条第１項第１号中「、名」の次に「、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭

和 42 年政令第 292 号。以下「令」という。）第 30 条の 13 に規定する旧氏をい

う。以下同じ。）」を加え、「住民基本台帳法施行令（昭和 42 年政令第 292 号）

第 30 条の 26 第１項」を「令第 30 条の 16 第１項」に改め、「又は氏名」の次に

「、旧氏」を加える。 

第７条第３号を次のように改める。 

⑶ 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載（法第６条第３項

の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもって調製する住民票

にあっては、記録。以下同じ。）がされている場合にあっては、氏名及び当

該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあって

は、氏名及び当該通称） 

第 13 条第５号中「氏名、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住

民票に記載がされている旧氏を含む。）」を加え、「第６条第１号」を「第６条第

１項第１号」に改める。 

 

附 則 

この条例は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令（平成 31 年政令

第 152 号）の施行の日（令和元年 11 月５日）から施行する。 

 



南あわじ市印鑑条例新旧対照表 

現     行 改  正  案 備 考 

第１条 略 第１条 略  

（登録資格） （登録資格）  

第２条 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号。以下「法」という。）

に基づき市の住民基本台帳に記録されている者は、１人１個に限り

印鑑の登録を受けることができる。 

第２条 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号。以下「法」という。）

に基づき市が備える住民基本台帳に記録されている者は、１人１個

に限り印鑑の登録を受けることができる。 

 

２ 略 ２ 略  

第３条～第５条 略 第３条～第５条 略  

（登録印鑑の制限） （登録印鑑の制限）  

第６条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。 

第６条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当

する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。 

 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称（住

民基本台帳法施行令（昭和 42 年政令第 292号）第 30条の 26 第１

項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名若しくは通称の一

部を組み合わせたもので表していないもの 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏（住民基本

台帳法施行令（昭和42年政令第292号。以下「令」という。）第30

条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（令第3

0条の16第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名、旧

氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 

 

(2)～(6) 略 (2)～(6) 略  

２ 略 ２ 略  

（印鑑登録原票） （印鑑登録原票）  

第７条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係

る次に掲げる事項を登録する。 

第７条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係

る次に掲げる事項を登録する。 

 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略  



(3) 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合に

あっては、氏名及び通称） 

(3) 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載（法第６

条第３項の規定により磁気ディスク（これに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）

をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。）がされて

いる場合にあっては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票

に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称） 

 

(4)～(7) 略 (4)～(7) 略  

第８条～第12条 略 第８条～第12条 略  

（印鑑登録の抹消） （印鑑登録の抹消）  

第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該印鑑の登録を抹消しなければならない。 

 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略  

(5) 氏名、氏又は名（外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮

名表記を含む。）を変更したため、登録されている印鑑が第６条第

１号に該当することになったとき。 

(5) 氏名、氏（氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がさ

れている旧氏を含む。）又は名（外国人住民にあっては、通称又は

氏名の片仮名表記を含む。）を変更したため、登録されている印鑑

が第６条第１項第１号に該当することになったとき。 

 

(6)・(7) 略 (6)・(7) 略  

第14条以下 略 第14条以下 略  

   

 



議案第８６号 

 

福良地区公民館耐震補強・大規模改修工事請負変更契約の締結に    

ついて 

 

南あわじ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成１７年南あわじ市条例第４６号）第２条の規定に基づき、先に議会の議

決に付し、工事請負契約を締結した福良地区公民館耐震補強・大規模改修工事

について、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正により消費税等率が

引き上げられたので、下記のとおり工事請負変更契約を締結するため、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により、議会の

議決を求める。 

 

  令和元年１０月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  福良地区公民館耐震補強・大規模改修工事 

２ 変 更 契 約 金 額  ３８２，８００，０００円 

     （現契約金額  ３７５，８４０，０００円） 

３ 今回変更による増額  ６，９６０，０００円 

４ 契 約 の 相 手 方  株式会社西中工務店 

               代表取締役 西中 充治 

                

 



議案第８７号 

 

松帆流域江尻排水ポンプ場機械・電気・土木工事請負変更契約の    

締結について 

 

南あわじ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成１７年南あわじ市条例第４６号）第２条の規定に基づき、先に議会の議

決に付し、工事請負契約を締結した松帆流域江尻排水ポンプ場機械・電気・土

木工事について、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の改正により消費税

等率が引き上げられたので、下記のとおり工事請負変更契約を締結するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和元年１０月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的  松帆流域江尻排水ポンプ場機械・電気・土木工事 

２ 変 更 契 約 金 額  １７８，２００，０００円 

     （現契約金額  １７４，９６０，０００円） 

３ 今回変更による増額  ３，２４０，０００円 

４ 契 約 の 相 手 方  株式会社堀川忠義商店 

               代表取締役 堀川 雅春 
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